
防
衛
省
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
三
十
年
四
月
十
二
日

参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
手
法
が
高
度
化
・
複
雑
化
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
お
い
て
は
、
十
分
な
サ
イ

バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
常
時
確
保
で
き
る
よ
う
、
更
な
る
人
員
面
の
対
応
も
含
め
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
等
に
係
る
体
制

の
よ
り
一
層
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
予
備
自
衛
官
及
び
即
応
予
備
自
衛
官
の
募
集
・
採
用
に
当
た
っ
て
は
、
精
強
性
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
、
若
年
層
の
拡
充

に
配
意
し
つ
つ
、
幅
広
い
国
民
・
年
齢
層
か
ら
人
材
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
充
足
向
上
の
た
め
の
施
策
を
実

施
す
る
こ
と
。

三
、
予
備
自
衛
官
又
は
即
応
予
備
自
衛
官
の
職
務
に
対
す
る
理
解
と
協
力
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
給
付
金
に
関
す
る
制
度
に

つ
い
て
は
、
本
法
施
行
後
五
年
を
め
ど
に
、
同
制
度
の
運
用
状
況
等
を
検
証
し
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
必

要
に
応
じ
、
同
制
度
の
在
り
方
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


